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安城市国民健康保険データヘルス計画策定業務仕様書 

 

１ 業務名 

  安城市国民健康保険データヘルス計画策定業務 

 

２ 業務場所 

  安城市内 

 

３ 履行期間 

契約締結日の翌日から平成２８年３月３１日まで 

 

４ 業務の概要 

  安城市国民健康保険の被保険者の健康保持増進を図るため、「国民健康保険法に基づく

保健事業の実施等に関する指針（平成１６年厚生労働省告示第３０７号）」（以下「指針」

という。）に基づき「保健事業の実施計画（データヘルス計画）」（以下「計画」という。）

を策定するとともに、計画に記載する「個別事業の実施計画」の策定・評価を行う。 

計画等の策定にあたっては、市民意識を取り入れるためのアンケート調査及び関係者

との意見調整等に必要な資料作成、打ち合わせ等を行い、指針に準じた分析結果、保健

事業の企画等について、発注者との協議を経た後に取りまとめた計画書等の成果品を安

城市へ納品する。 

   

５ 受注者の義務 

受注者は、業務の遂行にあたっては、次の事項に留意しなければならない。 

（１）業務において知り得た秘密は、他に漏らさないこと。また、中立性を厳守しなけれ

ばならないこと。 

（２）定められた期間に業務が完了するように作業の円滑化に努めること。 

（３）業務の実施にあたり、契約書、仕様書及び発注者の指示に従い、策定の意図、目的

を十分理解したうえで、最高の技術を発揮できるよう努めること。 

（４）業務の契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させてはならない

こと。ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りではない。 

 

６ 提出書類 

受注者は、契約締結後、着手時に業務着手届、主任技術者等選任届（経歴付記）、工

程表を、完了時に業務完了届及び納品書を遅滞なく提出する。 

工程表の作成にあたっては、受注者と発注者で協議を行うものとする。 

また、下記７（１）から（５）までの業務内容を実施した後は、受注者が実施結果、

計画等を図表、グラフなどを活用してまとめた資料を、発注者において加工できるデー

タ（Microsoft Office Word または Excel）で、原則工程表で定めた期限内に提出する。 
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７ 業務内容 

（１）データ分析と健康課題の抽出 

    受注者は、発注者から貸与する国保データベース（ＫＤＢ）システム及び愛知県国  

   民健康保険団体連合会開発の医療費分析関連システム「ＡＩ Ｃｕｂｅ」の出力帳票等   

   の健康・医療情報を使用して、健康課題の分析を行う。 

  その他、安城市国民健康保険の特性を把握するために必要な人口動態等の各種統計

資料や他保険者との比較を行いながら、特性を整理する。 

 健康課題の抽出にあたっては、生活習慣、健診状況、疾病状況など幅広く、数多く

の課題を取り上げ、それぞれの課題の優先度を設定すること。 

また、特定健康診査の未受診者、糖尿病の重症化の状況については、課題として必ず

取り上げること。 

（２）現状の保健事業の分析及び評価 

   受注者は、特定健康診査の未受診者対策、糖尿病の重症化予防事業を始めとする安  

  城市の既存の保健事業について、実施方法、内容、実施体制、事業の成果や、関係す  

  る部署が実施する保健事業等との関連も含めて分析する。 

 また、上記７（１）で抽出した健康課題のうち、既存の保健事業で対応できている

こと、対応できていないこと等、対応状況も明らかにし、事業の見直し等の評価を行

うこと。 

（３）市民意識の把握 

    計画に市民の意識・意見を取り入れるために、安城市国民健康保険の被保険者４,  

   ０００人程度を対象とした郵送による下記アンケート調査（以下「調査」という。） 

   を実施する。 

  ア 調査票の設問、対象区分の設定 

    受注者が安城市の実状に即した設問案及び対象区分を提示し、受注者と発注者の  

    協議で設定を行う。 

  イ 調査票の作成 

    受注者が、発注者の要望に随時対応しながら、作成する。 

    見やすく答えやすいものとするため、設問の間隔、文字の大きさに配慮し、対象  

   区分毎に必要な部数の印刷を行うこと。また、広く市民の意見を取り入れるための 

   自由記述欄を設けることとする。 

  ウ 調査票の発送等 

    対象者の抽出及び宛名シールの作成を発注者が行い、受注者へ宛名シールを支給 

 する。 

    受注者が、調査票、返信用の料金受取人払封筒等の封入作業等、発送の準備を行 

   い、別途発注者が指定した期日までに安城市へ納品する。なお、調査票を封入する 

   封筒、返信用封筒作成費等の諸経費は受注者の負担とする。 

    納品された調査票の発送は発注者が行うこととし、発送費用は発注者が負担する。 

   エ 調査票の回収 

     調査票の回収は受注者が行う。回収率を確保するために、督促状兼礼状を作成し   
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    送付する。 

     督促状兼礼状の発送に必要な宛名シールは、発注者から受注者へ支給する。 

    発送及び回収の郵便料及び封筒等の諸経費は受注者が負担する。 

  オ 結果の集計、分析 

    回収した調査票は、受注者が、集計、自由記述欄の取りまとめを行い、原則基本        

   項目及び各要素を地域別・年齢別・男女別等でクロス集計を行い、分析結果を安城         

   市へ提出する。 

    調査結果は、下記７（８）及び（９）で作成する計画書等に反映するため、随時  

   発注者の要望に応じて、手直し、追加分析を行うものとする。 

（４）健康課題に対する保健事業の企画、保健事業の達成目標（アウトプット）及び健康 

  課題に対する達成目標（アウトカム）の設定 

 受注者は、上記７（１）で取り上げた優先度の高い健康課題を解決するための実効

性の高い具体的な保健事業を企画すること。 

  企画にあたっては、全国の最新情報や事例を広く収集・研究し、７（３）の市民意

識を取り入れるとともに、７（２）の分析及び評価をもとに、今後の安城市の保健事業

がポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを組み合わせた事業展開とな

るよう考慮すること。 

 アウトプット及びアウトカムについては、保健事業の実施による達成状況を毎年度

安城市において評価するため、発注者において容易に評価できるような設定をするこ

と。 

（５）個別事業の実施計画の策定・実施・評価 

   受注者は、特定健康診査の未受診者対策に関する単年度の実施計画を策定する。策

定した個別事業の実施計画に基づく事業の実施は発注者が行うものとし、実施結果の

評価を受注者が行うこととする。 

   なお、個別事業の計画内容及び評価方法等については、下記７（９）で作成する計

画書等に記載すること。 

（６）関係者ヒアリング調査の実施 

安城市関係各課等の関係者との意見交換、打ち合わせを随時実施し、情報の収集及

び関係者との連携を図る。 

ヒアリング調査実施後は、毎回、打ち合わせ結果等の記録を受注者が作成し、速や

かに発注者へ提出する。 

（７）会議、委員会等への支援業務 

   受注者は、本業務に係る「安城市国民健康保険運営協議会」（年２回程度）、「愛知県

国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会」（年２回程度）、安城市が開催す

る「社会保険との意見交換会」（年１回程度）での審議等に必要な資料の作成等の支援

を行うとともに、必要に応じて会議等への出席、説明を行うこと。 

     また、添付資料「国民健康保険の保健事業に対する助成について（平成２７年４月  

    ３０日付、保国発０４３０第２号）」における「国保ヘルスアップ事業」の助成（以下     

    「助成」という。）を受けるために必要な書類の作成を支援すること。 
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（８）計画書（素案）の作成 

 受注者は、上記７（１）から（６）までの分析・意見を踏まえて、計画書（素案）

を作成する。 

計画書（素案）の策定にあたっては、健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法

律、指針、その他関係法令等を遵守するとともに、安城市総合計画、健康日本２１安

城計画、安城市高齢者福祉計画、安城市国民健康保険特定健康診査等実施計画、その

他関連計画等との整合性を図ること。 

計画書（素案）は、安城市において加工できるデータ（Microsoft Office Word ま

たは Excel）で、履行期間終了日の概ね４か月前までに納品することとし、納品日、

ページ数等の詳細は、受注者と発注者との協議で決定する。 

なお、作成にあたっては、厚生労働省が示した「保健事業実施計画（データヘルス

計画）作成の手引き」に記載のある以下の項目を参考とすること。 

  ア 背景の整理 

   ①安城市国民健康保険の特性把握  

   ②過去の取組の考察 

  イ 健康・医療情報の分析及び分析結果に基づく健康課題の把握 

  ウ 目的・目標の設定 

  エ 保健事業の実施内容 

  オ 保健事業実施計画（データヘルス計画）の評価方法の設定 

  カ 保健事業実施計画（データヘルス計画）の見直し 

  キ 計画の公表・周知 

  ク 事業運営上の留意事項 

  ケ 個人情報の保護 

  コ その他計画策定に当たっての留意事項 

  

（９）計画書等成果品の作成 

   上記７（８）の計画書（素案）を用いて、発注者が安城市国民健康保険運営協議会

委員等の意見を聴取し、受注者はそれらの意見を踏まえて、発注者と随時協議しなが

ら計画書等を作成する。 

   なお、添付資料の助成の要件に沿った内容で作成すること。 

      作成する成果品は以下のとおり。 

  ア 計画書 

    Ａ４版、表紙上質紙・フルカラー、本文モノクロ、１００ページ程度、１００部 

   印刷製本 

  イ 概要版 

      Ａ４版、フルカラー、４から８ページ、２００部印刷製本 

  ウ 電子データ 

    計画書及び概要版の電子データを磁気媒体にて納品すること。電子データの形式  

   は、契約後に受注者と発注者の協議のうえで決定する。 
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８ 検査及び引き渡し 

（１）受注者は、上記７の業務を終了したときは、その旨を発注者に通知するとともに成    

  果品を納入しなければならない。 

（２）発注者は上記（１）による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に   

 受注者の立会いの上、業務の終了を確認するための検査を終了しなければならない。 

 

９ 留意事項 

（１）本件委託業務にかかる実費経費は、すべて契約代金に含まれるものとする。 

（２）上記６及び７（８）の提出書類等の提出後、履行期間内に修正の必要が生じた場合 

  は、受注者が速やかに修正し、再提出することとし、修正等にかかる経費は、すべて 

  契約代金に含まれるものとする。 

（３）納品する計画書等は、環境に配慮した物品を使用して作成すること。 

（４）本件委託業務に関連し、発注者から受注者へ貸与するデータ・資料は、業務終了後

速やかに発注者に返還するものとする。 

  貸与の際は、借用書及び発注者の許可なく他へ公表、貸与、使用、複写、漏洩しな

い旨の誓約書を受注者が作成し、発注者へ提出すること。 

（５）受注者は、安城市個人情報保護条例を遵守し、本業務を通じて知り得た個人情報を   

 機密情報として扱い、本業務以外に利用し、第三者へ提供してはならない。また、本

業務に関して知り得た情報の遺漏の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講

じなければならない。本業務終了後においても同様とする。 

（６）受注者は、成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果品    

に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 

１０ 成果品の帰属及び手直し 

   成果品は、全て発注者の所有とし、発注者の承諾を受けずに公表、貸与、使用等を    

  してはならない。なお、履行期間終了後であっても、受注者の責めに帰すべき理由に  

  よる成果品の不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足その他の必要な措置 

  を講ずるものとし、その作業にかかる費用の一切を受注者が負担する。 

 

１１   その他 

（１）支払いは、業務完了後適切な請求書を受領した日から３０日以内に支払うものとす      

          る。 

（２）上記の定めにない事項は発注者と受注者で適宜協議し、両者合意の上で実施する           

ものとする。 



資料 




































































